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＜あらまし＞ キャリア・コンサルタントが資格取得後のスキル維持，向上のために自己研鑽を

行うことは，コンサルティングの質を高めるために重要である．しかしセミナー受講など，組織か

らの金銭的援助が得られない場合が多く，個人への負担が大きい．また資格認定団体が実施するセ

ミナーはカウンセリングやメンタルヘルスをテーマにしたものが多く，主訴が転職に関する場合な

ど，必要な知識を十分にカバーできていない現状がある．今回，キャリア・コンサルタントの上位

資格，職業紹介に関わる資格の学習内容を調査し，更に対象者として女性を例にコンサルティング

に必要な知識の整理を行い，キャリア・コンサルタント向けの継続学習ツールの要件を提案する．

    ＜キーワード＞  社会人教育，企業内教育，教材開発，コンピテンシー，カリキュラム 
 
１．はじめに

近年，キャリア・コンサルタントの有資格者

増加に伴い，彼らの活動領域は広がり，認知度

も徐々に向上している．主な活動の場は，ハロ

ーワーク，ジョブカフェなどの公的就職支援機

関，人材紹介会社，再就職支援会社などの民間

就職支援機関，大学，短期大学，専門学校など

の教育機関，企業の人事労務，キャリア形成支

援部門など，大きく 4 つに分けられる［1］． 
公的就職支援機関や教育機関では，予算措置

上の理由により，単年度毎の契約で就業してい

る者が多い．そのため，職場内教育の機会は非

常に少なく，キャリア・コンサルタントとして

のスキル維持，向上は個人の努力に頼るところ

が大きい．また企業においては，キャリア・コ

ンサルティングの専任者ではない場合が多く，

職場の負担でスキル向上のための研修を受け

るケースは非常に少ない．資格認定団体が実施

する研修は費用が高額な場合が多く，そのこと

が受講者の負担になっている．また多くの研修

は，カウンセリング技法の訓練及びメンタルヘ

ルスに関する内容のため，キャリア・コンサル

ティングの実施過程で必要なスキルのひとつ，

仕事理解への支援や能力開発の情報提供に必

要な知識習得を学べる機会は非常に少ない．こ

れらの知識に関して，低予算で大人数に提供で

きる学習ツールの開発が望まれる． 
今回，キャリア・コンサルタント向けの仕事

理解，能力開発に関する学習ツールの作成にあ

たり，上位資格であるキャリア・コンサルティ

ング技能士 級及び関連分野の職業紹介事業

者向けの民間資格の学習カリキュラムの調査

を行った．更にキャリア・コンサルティングを

実施するうえで必要な知識を整理し，それらを

習得するための学習ツールの要件をまとめた． 
２．上位資格，関連資格の学習内容

キャリア・コンサルティング技能士試験

キャリア・コンサルタントのレベルは，導入，

標準，熟練，指導の 4 つに分けられ，そのうち標

準，熟練レベルは資格化されている． 
現在，10 の団体が標準レベルのキャリア・コ

ンサルタント養成能力評価機関として指定を受

けている．養成講座を受講し，機関が独自で実施

する試験に合格した者は，標準レベルのキャリ

ア・コンサルタントとして認定される．2008 年，

熟練レベルのキャリア・コンサルタントを認定す

る，国家検定「キャリア・コンサルティング技能

検定 2 級」試験が始まった．この試験は，キャリ

ア・コンサルタントの自己研鑽，キャリアアップ

を目指すきっかけとして有効である．しかし，試

験内容は仕事理解，能力開発に係る知識を含むも

のの，標準レベル試験の内容補足で足りるとされ

ており，標準レベルのキャリア・コンサルタント

は 1 日間の特例講習を受講することで，学科試

験が免除されている［2］．（2013 年度末まで） 
表 1．キャリア・コンサルティング技能士 2 級（特例講習） 

のうち，仕事理解，能力開発に関連する学習項目(抜粋) 
資格名 キャリア・コンサルティング技能士 級（特例講習）

実施者 （特）キャリア・コンサルティング協議会

研修内容 １．人事・労務管理の基本

（ ）経営・組織と人事管理

（ ）配置と評価

（ ）高齢者，女性，障がい者，非正規雇用社員等の人

事管理

２．人材開発と教育訓練

（ ）人材開発の基本的な考え方

（ ）人材マネジメント戦略（人事制度の変遷を含む）

（ ）企業内教育訓練

（ ）キャリア開発支援
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職業紹介事業従事者のための認定資格

現在，職業紹介事業の経験者を対象とした資格

試験が 2 団体で実施され，各々の団体で資格取得

のための研修も行っている．労働市場の動向，職

業紹介に関わる法令のほか，求人開拓と求職者獲

得，マッチングに関する項目も学習内容に含まれ

（表 2），具体的に職業紹介事業に関わる者にと

っては必要な知識と考えられるが，有資格者数は

2団体をあわせて 300名強に留まっている［3,4］．
これらの資格がキャリア・コンサルタント求人応

募の要件となるのは稀で，また一般企業，公共就

職支援機関の従事者は，職業紹介自体を行わない

場合もあるため，資格取得のメリットは少ない． 
表 2．職業紹介事業従事者向け認定資格のうち，仕事理解， 

能力開発に関連する学習項目(抜粋) 
資 格

名

人材紹介コンサルタント資格 職業紹介士資格認定試験

実 施

者

（社）日本人材紹介事業協会 （社）全国民営職業紹介事業

協会

学 習

項 目

・人材紹介コンサルタント

労働市場の動向

職業紹介に関する法制度

求人開拓とアプローチ

人材の開拓と獲得の手法

マッチングと紹介段階の実務

紹介事業における就職相談の

手法

・人材紹介シニアコンサルタント

人材紹介業に関する法制度と適

正な対応

求人・求職者に関する法的な留

意事項と適正な対応

職業紹介の各種形態に関する

留意事項

労働保護法制

職業紹介と人権

職業紹介と職業相談

労働市場の変遷と動向

労働保護法制 （募集・採用

及び雇用主が遵守すべき法

制度

職業紹介事業制度

職業相談と職業指導

求人開拓と求職者の確保

３．学習ツールの要件提案
想定する対象者

ここでは，仕事理解への支援や能力開発に関す

る情報提供が特に必要な対象者（クライアント）

のひとつとして女性を取り上げる．

女性は，新卒で正社員として入社し，結婚，出

産を機に離職した場合，正社員として再就職する

以外に派遣，パートタイマーとして働き始めるこ

とも多い．また結婚，出産後に同じ会社で働く場

合も，仕事と家庭の両立を図る努力やそのための

情報収集が不可欠である．このように，女性はラ

イフイベントに応じ，働き方や働く意味そのもの

の考え直す機会が多く，職業人生のなかで，複数

の勤務先，様々な就業形態，職種を経験する可能

性が高い．複数の勤務先を経験する場合は，社内

において長期キャリア形成を受けることができ

ない．また，複数の職種を経験することで本人の

適性適職がかえって定められなくなる場合もあ

る．また同じ勤務先で就労する場合は，家庭との

両立，産休・育休取得による昇進，評価への影響，

ロールモデルの不在に悩むケースが多い．

求められる支援とツール案

キャリア・コンサルタントが， の対象者に

対して情報提供を行う必要のある，仕事理解への

支援，能力開発に関する内容を以下に挙げる．

・様々な就業形態のメリット・デメリット

・女性が利用する機会の多い人事制度の情報

・キャリア開発支援（ロールモデルの提示）

・社会保険，年金に関する情報

・労働市場（求人倍率，求人傾向など）の動向

に関する情報

・業種・職種に関する情報

上記は， ．のなかで挙げた上位資格，関連資

格の学習内容に重複するものが多い．ここでは，

上位資格，関連資格の取得を希望しない学習者が，

低予算で学習できることを目指しており，以下に

キャリア・コンサルタントの継続学習のための学

習ツール案を提案する．
表 3．キャリア・コンサルタント向けの継続学習ツール案

ツール名 実践キャリア・コンサルタント向け学習教材（仮称）

提供方法 ラーニング（非同期・学習に参加の場合は提供者の

承認が必要）

学習対象 主に企業，公共就職支援機関に勤務するキャリア・

コンサルタント

学習内容 ① ポータルサイト

・人事管理（正規雇用，非正規雇用）

・社会保障制度（社会保険，年金）

・労働関連法規（休暇・休業制度など）

・労働市場の動向

②オンライン百科事典

・さまざまな転職例，女性の活用事例

・資格取得情報

・業種・職種の情報

ポータルサイトは，集約された情報がリアルタ

イムに更新できるメリットがある．また情報量を

増やすため，複数の学習者と知識を共有できる学

習環境が重要である．以上のことから， ラーニ

ングによる提供が望ましいと考える．

４．今後の課題
学習ツールの作成にあたって，今後，頻繁に

法改正される労働関連法規をはじめ，学習提供

者の負担が少ない提供方法を検討する必要が

ある．また事例共有については，秘密保持の観

点から，サイト閲覧者の範囲や事例投稿のルー

ルなどを具体的に詰める必要がある．なお学習

項目の詳細は，社会保険，労務管理の関連資格

について更に調査を進めることにしたい． 
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